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抄　　録

　看護職者の腰痛問題は昔から存在する事象であるが、超高齢社会になり自力で動くことが困難な高

齢者や患者が増加したことでより深刻化してきている。本研究の目的は、病院での車椅子移乗介助に

関する実態調査を行い、患者の安全・安楽・自立支援と看護職者の腰痛予防の対策を含めた移動動作

ガイドライン作成への示唆を得ることである。

　全国200床以上の病院に勤務する看護職者を対象に車椅子移乗介助時のアセスメント項目、工夫点、

困難点に関する質問紙を作成し郵送法にて実施した。

　結果、466名（回収率65.3%）から回答を得た。回答した看護職者のうち約47%が１日５回以上の移

乗介助を行っていた。看護職者は麻痺・障害の有無など患者の状態や作業環境、スタッフ・他職種の

協力に関してアセスメントを行っていた。移乗介助の工夫点では「複数人で介助」「ボディメカニク

スの活用」「患者の能力活用」が多く挙げられた一方で、「移動用具の活用」は少なかった。困難点で

は「協力が得られない患者」「不適切な作業環境」「介助者の負担」等が挙げられた。

　以上から、患者条件のアセスメント、作業環境の調整、移動用具を用いた移動技術を含む移動動作

ガイドラインを作成する必要性が示唆された。

キーワード：移動動作、移乗介助、車椅子、腰痛、ガイドライン

Key words：moving patients, transfer technique, wheelchair, back pain, guidelines

著者連絡先：神奈川県立保健福祉大学看護学科

　　　　　　〒 238−8522　神奈川県横須賀市平成町 1−10−1

（受付　2017. 9. 15　／　受理　2018. 1. 9）

資料



看護職者による患者移動動作ガイドライン作成に向けた基礎研究：車椅子移乗介助に関する実態調査

─ 64 ─

はじめに

　今日の日本人口の高齢化に伴い、日常生活行動に

介助を要する高齢者や脳血管疾患により麻痺が生じ

て行動が制限される患者が増加している。そのため

高齢者や患者の移動手段として、さらには寝たきり

を予防する活動手段として車椅子に移乗する機会が

多くなった。一方で、高齢者や患者が車椅子へ移乗

する動作は、バランスを崩して転倒する危険性が高

い動作であることが指摘されている（縄井ら，

2004；井上ら，2010）。また、介助者にとっての移

動を介助する動作（以下、移動動作）は身体的負担

が大きく、特に腰痛の原因として最も多いことが指

摘されている（大久保ら，1995；西田ら，2015）。

今後、さらに超高齢化が進行するなかでは、介助者

の移動動作の技術を洗練させると同時に介助者の腰

痛予防対策をしていくことが必要である。

　ところで看護職者の腰痛問題は、従来から指摘さ

れていることでありながら、十分な対策はとられて

いない（西田ら，2010；北原ら，2012）。例えば、

移動動作を「技術」の観点から見直されて、動作分

析（山口ら，2001；水戸，2006）が行われることや

移動動作の教材開発研究（相田ら，2011）が行われ

ているものの、具体的な改善策の提案までには至っ

ていない。しかも統計上は、医療保健業に携わる者

の腰痛症発生は以前と比較して増えていないとされ

ている（厚生労働省，2014）。しかし、それは看護

職者の多くが腰痛症を発生しても労災として保障を

求めることなく患者へのケアを優先して勤務し続け

るため、実際に統計データに反映されていないとい

う指摘もある（厚生労働省，2014）。事実、看護職

者の５～７割に腰痛症が発生しているとの報告もな

されている（日本看護協会，2010）。看護職者のな

かには腰痛症が原因で、離職せざるを得なかった者

もいたことは否定できない事実あろう。

　著者らは、看護職者による患者の移動動作に関心

を持ち、2008年より研究グループを立ち上げて、従

来の移動動作の評価、新たな方法の開発に取り組ん

できた。この活動を通して、患者の安全・安楽・自

立支援を踏まえた移動動作は、従来のボディメカニ

クスの活用や看護職者の技術だけで行うことの限界

を認識するに至った。欧米諸国では、既に「ノーリ

フト」の原則に基づく移動動作のガイドラインが示

されているが（Nelson,2005）、日本における看護・

介護分野で活用できるガイドラインは、未だ示され

ていない。このような現状を踏まえると、高齢者や

患者の安全・安楽・自立支援を考慮し、かつ看護職

者の腰痛予防対策を含めた移動動作に関するガイド

ライン作成が早急に求められる。

　そこで本研究は、その基礎として病院における看

護職者による移動動作のうち、車椅子移乗介助に関

する実態調査を行い、その調査結果から日本の看護・

介護の実情に合った移動動作ガイドライン作成に向

けて示唆を得ることを目的とする。

研究方法

　本研究は、看護職者による移動動作のうち、病院

における車椅子移乗介助に焦点をあてて質問紙によ

る実態調査を行う。対象は以下の通りである。

１．対象

⑴看護職者の定義

　本研究の対象は、病院に所属し患者の車椅子移乗

介助に携わる機会が多い看護職者とした。尚、本研

究において看護職者は、看護師、准看護師、介護福

祉士、車椅子移乗介助の訓練を受けた看護助手を含

むこととする。

⑵対象の選定および調査依頼方法

　病院機能評価を受けWebサイトで評価結果と住

所を公開している全国200床以上の病院を系統的標

本抽出法で約200施設抽出し、各施設の看護部長宛

に調査目的と協力の依頼を郵送法により行い、返信

により研究協力の承諾を得た。その後、看護部長が

希望する数の研究依頼文書と調査票、研究者宛の返

信用封筒を郵送し、看護部長から対象への配布を依

頼した。

２．質問紙の内容

　質問紙の内容は、無記名式とした上で、①所属病

院の病床数、②対象の職種、③勤務経験年数、④１

日の移乗介助の回数、⑤車椅子移乗介助の対象とな
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る患者の特徴（重複回答可）、⑥移乗介助時のアセ

スメント項目、⑦移乗介助時の工夫点、⑧移乗介助

時の困難点とし、①から⑤は多肢選択あるいは数字

で回答する形式とし、⑥～⑧は自由記述による回答

形式とし、これらをＡ４サイズ１枚で構成した。

３．調査方法

　調査方法は、先に述べた通り研究協力に承諾した

看護部長を通じて、該当する対象に配布を依頼し、

２週間のうちに返信用封筒にて返信するように書面

にて依頼した。

　なお、調査期間は、2012年８月から９月の１カ月

間である。

４．分析方法

　質問紙の内容①から⑤については、その頻度およ

び割合（%）、平均値±標準偏差の算出を行った。

⑥から⑧については、自由記述を内容分析により名

称づけ、サブカテゴリ、カテゴリを作成し、そのカ

テゴリ別の頻度と割合を算出した。この行程におい

ては、二者がそれぞれにカテゴリ化を行い、その後

照らし合わせたのち、研究者メンバー全員で解釈を

行うことで信頼性と妥当性を確保した。

５．倫理的配慮

　対象には、研究協力依頼文書にて、本研究への協

力は自由意思であり、協力しなかった場合にも不利

益はないこと、匿名性の確保、学会等での公表の可

能性、研究協力の同意の方法を説明した。質問紙の

返信をもって、研究協力への同意とみなした。本研

究は、神奈川県立保健福祉大学倫理審査委員会の承

認を得て行った（承認番号24-008）。

結果

１．対象の属性

　研究協力の承諾が得られた全国68か所の病院に所

属する計466名（回収率65.3%）の看護職者から回答

が得られた。対象属性の内訳（表１参照）は、看護

師・准看護師が74.5%、看護助手が14.8%、介護福祉

士が9.4%であり、勤務（経験）年数は１から42年で、

平均12.4±9.1年であった。勤務する病院の病床数は、

「200 ～ 399床」が34.1%と多いものの、その他の病

床数区分での人数も多く、様々な病院に勤務し、様々

な勤務経験を持つ対象であった。

　移乗介助の実施頻度では、「１日５回以上」介助

を行う者が47.2%と多く、ついで「１日１～４回」

が37.6%であった。看護職者が車椅子移乗介助を行

う機会が多い患者の条件は、「高齢者」が82.6％と

多く、ついで「片麻痺」が42.5%、「急性期」が

25.3%であり、したがって、本研究の対象は、高齢

者の車椅子移乗介助の実施経験の多い者と言えた。

２．�看護職者による車椅子移乗介助時のアセスメン

ト項目

　看護職者が車椅子移乗介助時に行うアセスメント

項目について自由記述を求めたところ1289件（重複

回答あり）の回答があった。これらは、【患者の状態】

【作業環境・移動用具】【スタッフ・他職種の協力】【介

助方法】の４カテゴリに分類された（表２参照）。

　【患者の状態】には、さらに21サブカテゴリが含

まれ、「麻痺・障害の有無、程度」（40.3%）、「上下

肢筋力・運動能力・残存機能」（30.0%）、「ADLの

自立レベル」（23.6%）と、患者の身体活動能力に直

接関わる項目が多く挙げられた。また、「認知力・

理解力」（16.1%）、「意識レベル」（7.3%）、「意思・

意欲」（6.4%）など認知や情意機能に関わる項目や、

「病状・病態・既往歴」（13.3%）、「医師・看護師か

らの荷重・免荷の指示」（10.9%）など、患者の病状

に関わる項目も多く挙げられていた。一方、「体格（体

重）」（5.6%）については、挙げられてはいたものの

割合は高くなかった。【作業環境・移動用具】につ

いては、「安全な周辺環境・スペース」（11.8%）、「車

椅子の種類・位置・角度」（10.7%）など、常時ある

環境や機器についてのアセスメント項目が多く挙げ

られていたが、「床の状態・滑りやすさ」（1.5%）や

「移動用具の有無」（0.4%）など、より安全を確保す

るためのアセスメント項目を挙げた者は、少なかっ

た。【スタッフ・他職種の協力】の項目は、合計し

て4.9%であり、また【介助方法】の項目も合計1.9%

であり、介助者側の条件に関わるアセスメント項目

については、挙げられてはいたもののわずかであっ

た。
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３．看護職者が車椅子移乗介助時に行う工夫点

　看護職者が移乗介助時に行う工夫点に関する748

の自由記述は、【介助方法の工夫】【患者の能力活用】

【機器・用具の活用】【作業環境の調整】【患者の安

全重視】の５カテゴリに分類された（表３参照）。【介

助方法の工夫】で最も多かったのは、「複数人で介助」

（32.8%）と「ボディメカニクスの活用」（合計

27.4%）であった。【患者の能力活用】では、「患者

の動きを支える」の＜患者の持っている能力を活用

する＞（12.0%）が最も多く、また「患者との共同」

の＜患者に声掛けをする＞（9.4%）が多く、介助者

側だけの動きではなく、患者側の能力や動きを活用

して移乗介助していることが分かった。【機器・用

具の活用】では、＜ベッド柵の調整・介助バーの設

置＞（8.8%）や＜フットサポート・アームサポート

の取り外しが可能な車椅子を選択する＞（4.5%）な

ど、「機器の活用」が多く挙げられた。また、「移動

用具の活用」（7.3%）や「別目的の用具の活用」（合

計6.2%）など用具の活用が挙げられた。【作業環境

の調整】では、＜車椅子の位置を工夫する＞

（8.6%）、＜ベッドの高さ・ギャッチアップを使用す

る＞（6.0%）など、現存の環境を調整するものが挙

げられた。【患者の安全重視】では、件数は多くな

いものの患者の身体外傷を予防することの視点が挙

げられた。

４．看護職者が車椅子移乗介助で感じる困難点

　看護職者が車椅子移乗介助で感じる困難点に関す

る394の自由回答は、【患者の条件】【作業環境・用

具の条件】【介助者側の条件】の３カテゴリに分類

された（表４参照）。【患者の条件】では、「協力が

困難な患者」(合計16.9%)が最も多く、特に＜指示が

伝わらない・認知症・不穏の患者の介助＞を困難点

として挙げていた。その他に「患者の状態の複雑さ」

（9.6%）、「患者の体格」（7.9%）が多く挙げられた。【作

業環境・用具の条件】では、「不適切な作業環境」（合

表１　対象である看護職者の属性
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計28.6%）の＜作業スペースの狭さ・制限＞と＜車

椅子の種類の乏しさ・メンテナンス不足＞が挙げら

れた。一方、「用具の不足」は1.1%と少なかった。【介

助者側の条件】では、「介助者の腰痛」（6.2%）、「人

出不足」（6.2%）、「技術不足」（合計6.2%）が挙げら

れ、その他、多くはないが「患者に沿う気持ち」と

して＜患者にとってどうかというジレンマがある＞

（2.6%）が挙げられた。

考察

１．車椅子移乗介助に関する実態

　全国の病院に所属する466名の看護職者への質問

紙調査から、車椅子移乗介助に関する実態を明らか

にした。車椅子移乗介助を行う機会が多い患者の条

件では、高齢者が最も多く、ついで片麻痺のある患

者であった。これらの患者の条件からは、患者自身

の身体能力が低下しており、移乗介助の際に介助者

が代償的に力を加えることや支える必要が大いにあ

ることが伺える。しかも、「１日５回以上」介助を

行う者が約半数いたという実態は、介助者にとって

は身体的負担がかなり大きいことを意味する。また、

このように常時、移乗介助を行っている看護職者の

うち6.2%が車椅子移乗介助を行う困難点として腰痛

を挙げたことは、数値的には高くないものの信憑性

があり、早急に腰痛予防の対策をとる必要性がある

ことを示唆するものと考える。

　看護職者が車椅子移乗介助時に行うアセスメント

項目の結果をみると、【患者の状態】に関する項目

が約８割を占めていた。また、車椅子移乗介助の困

難点の結果では、【介助者側の条件】に＜患者にとっ

てどうかというジレンマがある＞との回答が2.6%で

はあるが挙げられていた。このことは、先に述べた

ように、日本の看護職者が自身の安全・安楽よりも、

患者へのケア、安全・安楽・自立支援を優先してい

るからの結果ではないかと推測される（厚生労働省，

表２　看護職者による車椅子移乗介助時のアセスメント項目
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2014）。一方で、「作業環境・移動用具」「スタッフ・

他職種の協力」「介助方法」が、アセスメント項目

として挙げられた割合が低かったことは、看護職者

が行う頻度の高い技術だからこそ均一的になり、方

法の見直しや移動用具の導入を検討することなく移

乗介助が実施されていることが考えられる。この点

表３　看護職者が車椅子移乗介助時に行う工夫点

表４　看護職者が車椅子移乗介助で感じる困難点
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においては、Nelson, A.（2010）．によるガイドブッ

クに示されているように、患者の状態や作業環境・

移動用具、協力者について適切にアセスメントし、

介助方法に活かせる仕組み、例えば、移乗介助方法

をアセスメント項目別に整理しアルゴリズム（また

はフローシート）を作成することが必要と考える。

　車椅子移乗介助時の工夫点の結果をみると、【介

助方法の工夫】【患者の能力活用】【機器・用具の活

用】【作業環境の調整】【患者の安全重視】と様々な

観点の工夫が挙げられた。但し、回答数の多さで分

類すると「複数人で介助」や「ボディメカニクスの

活用」など、伝統的で介助者側の人力の活用に留まっ

ており、これでは、今日の介助者側の腰痛の発生を

防ぐことは困難であることが考えられる。今後、【患

者の能力活用】や【機器・用具の活用】【作業環境

の調整】の工夫に力を注いでいく必要がある。

　看護者が車椅子移乗介助時で感じる困難点につい

ては、【患者の条件】の「協力が困難な患者」や【作

業環境・用具の条件】の「不適切な作業環境」が多

かったことは、今日、認知症や身体機能が低下した

高齢患者が増加したことや車椅子椅子を操作するの

に必要な病床環境が確保されていないこと、アーム

サポートやフットサポートを取り外すことができる

モジュール型の車椅子が整備されていない現状を反

映しているものと考える。このような病院環境にお

いては、車椅子移乗介助を行う看護職者のみの努力

では困難であり、組織的に対策をとることが必要と

言えよう。これらの結果を踏まえると、日本の病院

環境および患者の現状を踏まえた移動動作ガイドラ

インを早急に整備する必要がある。

２．移動動作ガイドライン作成の方向性

　本実態調査は、2012年に実施したものであるが、

その翌年である2013年６月に厚生労働省は、「新・

職場における腰痛予防対策指針」（以下、指針）を

改訂し、そのなかに「福祉・医療分野等における介

護・看護作業」を追加した（厚生労働省，2013）。

そこには、原則、人力による人の抱え上げの禁止、

重量物取り扱い作業における重量規制、リスクアセ

スメント・労働安全衛生マネージメントシステムの

考え方が導入された。つまり、看護職者の腰痛予防

を組織的かつ計画的に行う必要性が明言されたので

ある。ただし、本指針は、理想とする方針、考え方

を示したものであり、具体的な移動動作の方法の提

案がなされたものではない。したがって、本実態調

査の結果は、この指針を反映し、現場にて具体的に

活用できる移動動作ガイドライン作成に向けて、さ

らにはガイドライン導入後の結果の比較において、

より意義ある基礎的データになりうるものと考え

る。以下、移動動作ガイドライン作成の方向性を述

べる。

　移動動作ガイドラインの作成においては、看護職

者が患者の安全のみを重視するのではなく、看護職

者自身の安全、腰痛予防の視点をもてるよう、かつ

組織的に取り組めるよう、多角的な視点から構成す

る必要性がある。その構成要素には、①患者状態、

介助者状態、作業環境、機器・用具、移動目的・方

法に関するアセスメント項目、②移動動作アルゴリ

ズム、③対象個別作業標準、④教育システムの４つ

から作成する。このように考えたのは、本調査結果

で明らかになったように、介助を要する患者の状態

が多様であり、個々に応じた作業標準が必要である

からである。また、介助方法においては、指針に基

づき、人力による人の抱え上げは推奨せず、機器や

用具の活用を推進する。しかし、移動動作ガイドラ

インが整備されたとしても、病院環境においては新

たな機器や用具の使用にすぐに移行することは難し

く、多くの看護職者は人力での介助に戻ってしまう

可能性もあるため、継続して取り組めるための教育

システムを並行して充実させていくことが必要と考

える。

　これらの点を踏まえて、早急に日本の実情にあっ

た移動動作ガイドラインに取組んでいきたい。

結論

　日本の実情にあった移動動作ガイドライン作成に

向けての示唆を得るために、病院に勤務する看護職

者を対象に車椅子移乗介助時のアセスメント項目、

工夫点と困難点に関する質問紙調査を行ったところ

以下のような結果を得た。

１． 看護職者のうち約47%が１日５回以上の移乗介

助を行っていた。

２． 看護職者は、麻痺・障害の有無など患者の状態
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や作業環境、スタッフ・他職種の協力について

アセスメントを行っていた。

３． 移乗介助の工夫点では、複数人で介助、ボディ

メカニクスの活用、患者の能力活用が多く挙げ

られた一方で、移動用具の活用は少なかった。

４． 困難点では、協力が困難な患者、不適切な作業

環境、介助者の負担等が挙げられた。

　以上から、項目として、患者条件のアセスメント

と調整、作業環境の調整、移動用具を用いた移動動

作ガイドラインの内容が必要であることが示唆され

た。
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